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指導検査基準中の「評価区分」  

評価区分  指導形態  

Ｃ  文書指摘  

福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合（軽微な違反の場合を除く。）は、原則とし

て、「文書指摘」とする。ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等

は、「口頭指導」とすることができる。  

Ｂ  口頭指導  

福祉関係法令以外の関係法令又は関係通達等に違反する場合は、原則として、「口頭指導」と

する。ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠ってい

る場合は、「文書指摘」とする。  

なお、福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合であっても、軽微な違反の場合に限

り、「口頭指導」とすることができる。  

Ａ  助言指導  法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準向上のための「助言指導」を行う。  
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〔凡例〕  

以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。  

No. 関係法令及び通知等  略称  

１  
武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成 26年９月

武蔵野市条例第 27号）  
確認基準条例  

２  子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）  子ども・子育て支援法  

３  児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）  児童福祉法  

４  児童虐待の防止等に関する法律（平成 12年法律第 82号）  
児童虐待の防止等に関する

法律  

５  保育所保育指針（平成 29年３月 31日厚生労働省告示第 117号）  保育所保育指針  
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指導検査基準  

項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  

１  一 般 原 則  

 

     

(1) 一 般 原 則 （ 運 営 ）   特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者

を 利 用 す る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 防

止 等 の た め 、 責 任 者 を 設 置 す る 等 必 要 な 体 制 の 整 備 を 行

う と と も に 、 そ の 従 業 者 に 対 し 、 研 修 を 実 施 す る 等 の 措

置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

１  利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 防 止

等 の た め 、 必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う

よ う 努 め て い る か 。  

 

２  利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 防 止

等 の た め 、 研 修 を 実 施 す る 等 の 措 置

を 講 ず る よ う 努 め て い る か 。  

 

(1) 確 認 基 準 条 例 第 ３ 条 、

第 2 5条 、 第 4 7条 、 第 5 0条  

(2) 児 童 福 祉 法 第 3 3条 の 1 0  

(3) 児 童 虐 待 の 防 止 等 に 関

す る 法 律 第 ３ 条  

(1) 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 防 止 等 の た

め 、 必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う よ う 努 め て い

な い 。  

(2) 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 防 止 等 の た

め 、 研 修 を 実 施 す る 等 の 措 置 を 講 ず る よ う

努 め て い な い 。  

Ｃ  

 

 

Ｃ  

２  利 用 定 員 に 関 す る

基 準  

 

     

(1) 利 用 定 員  １  特 定 地 域 型 保 育 事 業 （ 事 業 所 内 保 育 事 業 を 除 く 。）

の 利 用 定 員 の 数 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 に あ っ て は １ 人 以

上 ５ 人 以 下 と し 、 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 及 び 小 規 模 保 育

事 業 Ｂ 型 に あ っ て は そ の 利 用 定 員 の 数 を ６ 人 以 上 1 9人

以 下 と し 、 小 規 模 保 育 事 業 Ｃ 型 に あ っ て は そ の 利 用 定

員 の 数 を ６ 人 以 上 1 0人 以 下 と し 、 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業

に あ っ て は そ の 利 用 定 員 の 数 を １ 人 と す る 。  

  な お 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 利 用 定 員 を 超 え て

特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、

年 度 中 に お け る 特 定 地 域 型 保 育 に 対 す る 需 要 の 増 大 へ

の 対 応 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 4 6条 第 ５ 項 に 規 定 す

る 便 宜 の 提 供 へ の 対 応 、 児 童 福 祉 法 第 2 4条 第 ６ 項 に 規

定 す る 措 置 へ の 対 応 、 災 害 、 虐 待 そ の 他 の や む を 得 な

い 事 情 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

１  利 用 定 員 は 遵 守 さ れ て い る か 。  (1) 確 認 基 準 条 例 第 3 7条 、

第 4 8条  

(2) 武 蔵 野 市 家 庭 的 保 育 事

業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関

す る 基 準 を 定 め る 条 例 第

3 5条 、 4 2条  

(1) 入 所 児 童 数 の 定 員 超 過 に よ り 、 職 員 、 設

備 、 面 積 等 が 基 準 を 下 回 り 、 そ の 結 果 事 業

所 運 営 に 重 大 な 支 障 が 生 じ て い る 。  

Ｃ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 の 種 類 及

び 当 該 特 定 地 域 型 保 育 の 種 類 に 係 る 特 定 地 域 型 保 育 事

業 を 行 う 事 業 所 （ 以 下 「 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 」 と い

う 。） ご と に 、 ３ 号 認 定 子 ど も に 係 る 利 用 定 員 （ 事 業

所 内 保 育 事 業 を 行 う 事 業 所 に あ っ て は 、 武 蔵 野 市 家 庭

的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条

例 第 4 2条 の 規 定 を 踏 ま え 、 そ の 雇 用 す る 労 働 者 の 監 護

す る 小 学 校 就 学 前 子 ど も 及 び そ の 他 の 小 学 校 就 学 前 子

ど も ご と に 定 め る ３ 号 認 定 子 ど も ） を 、 満 １ 歳 に 満 た

な い 小 学 校 就 学 前 子 ど も と 満 １ 歳 以 上 の 小 学 校 就 学 前

子 ど も に 区 分 し て 定 め る も の と す る 。  

 

２  ３ 号 認 定 子 ど も に 係 る 利 用 定 員

を 、 満 １ 歳 に 満 た な い 小 学 校 就 学 前

子 ど も と 満 １ 歳 以 上 の 小 学 校 就 学 前

子 ど も に 区 分 し て 定 め て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 7条  

 

(1) ３ 号 認 定 子 ど も に 係 る 利 用 定 員 を 、 満 １

歳 に 満 た な い 小 学 校 就 学 前 子 ど も と 満 １ 歳

以 上 の 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 区 分 し て 定 め

て い な い 。  

Ｃ  

３  運 営 に 関 す る 基 準  

 

     

(1) 内 容 及 び 手 続 の 説 明

及 び 同 意  

 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 の 開

始 に 際 し て は 、 あ ら か じ め 、 利 用 申 込 者 に 対 し 、 運 営 規

程 の 概 要 、 連 携 施 設 の 種 類 及 び 名 称 、 当 該 連 携 施 設 が 行

う 連 携 協 力 の 概 要 、 職 員 の 勤 務 体 制 、 確 認 基 準 条 例 第 4 3

条 の 規 定 に よ り 支 払 を 受 け る 費 用 に 関 す る 事 項 そ の 他 の

利 用 申 込 者 の 保 育 の 選 択 に 資 す る と 認 め ら れ る 重 要 事 項

を 記 し た 文 書 を 交 付 し て 説 明 を 行 い 、 当 該 提 供 の 開 始 に

つ い て 利 用 申 込 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 

１  利 用 申 込 者 に 対 し 、 重 要 事 項 説 明

書 を 交 付 し て 説 明 を 行 っ て い る か 。  

 

２  特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 の 開 始 に つ

い て 利 用 申 込 者 の 同 意 を 得 て い る

か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 8条  (1) 利 用 申 込 者 に 対 し 、 重 要 事 項 説 明 書 を 交

付 し て 説 明 を 行 っ て い な い 。  

(2) 重 要 事 項 説 明 書 の 内 容 が 不 十 分 で あ る 。  

(3) 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 の 開 始 に つ い て 利

用 申 込 者 の 同 意 を 得 て い な い 。  

Ｃ  

 

Ｂ  

Ｃ  

(2) 正 当 な 理 由 の な い 提

供 拒 否 の 禁 止 等  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者

か ら 利 用 の 申 込 み を 受 け た と き は 、 正 当 な 理 由 が な け れ

ば 、 こ れ を 拒 ん で は な ら な い 。  

 

１  正 当 な 理 由 が な く 、 教 育 ・ 保 育 給

付 認 定 保 護 者 か ら の 利 用 の 申 込 み を

拒 ん で い な い か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 9条  (1) 正 当 な 理 由 が な く 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定

保 護 者 か ら の 利 用 の 申 込 み を 拒 ん で い る 。  

Ｃ  
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項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  

(3) 定 員 を 上 回 る 利 用 の

申 込 み が あ っ た 場 合 の

選 考  

１  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 利 用 の 申 込 み に 係 る ３ 号

認 定 子 ど も 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 を 現 に 利 用 し て

い る 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も （ 特 定 満 ３ 歳 以 上 保 育

認 定 子 ど も を 除 く 。） の 総 数 が 、 当 該 特 定 地 域 型 保 育

事 業 所 の ３ 号 認 定 子 ど も の 区 分 に 係 る 利 用 定 員 の 総 数

を 超 え る 場 合 に お い て は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 に 基 づ

き 、 保 育 の 必 要 の 程 度 及 び 家 族 等 の 状 況 を 勘 案 し 、 保

育 を 受 け る 必 要 性 が 高 い と 認 め ら れ る 満 ３ 歳 未 満 保 育

認 定 子 ど も が 優 先 的 に 利 用 で き る よ う 、 選 考 す る も の

と す る 。  

 

１  ３ 号 認 定 子 ど も の 利 用 定 員 を 超 え

る 場 合 に 、 保 育 を 受 け る 必 要 性 が 高

い と 認 め ら れ る 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定

子 ど も が 優 先 的 に 利 用 で き る よ う 、

選 考 を 行 っ て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 9条  

(2) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法

第 4 5条  

(1) ３ 号 認 定 子 ど も の 利 用 定 員 を 超 え る 場 合

に 、 保 育 を 受 け る 必 要 性 が 高 い と 認 め ら れ

る 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も が 優 先 的 に 利

用 で き る よ う 、 選 考 を 行 っ て い な い 。  

Ｃ  

 ２  確 認 基 準 条 例 第 3 9条 第 ２ 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て

は 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 同 条 同 項 に 規 定 す る 選

考 の 方 法 を あ ら か じ め 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 に 明

示 し た う え で 、 当 該 選 考 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

２  選 考 の 方 法 を あ ら か じ め 明 示 し た

う え で 、 選 考 を 行 っ て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 9条  (1) 選 考 の 方 法 を あ ら か じ め 明 示 し た う え

で 、 選 考 を 行 っ て い な い 。  

Ｃ  

(4) 市 が 行 う あ っ せ ん へ

の 協 力  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 利 用

に つ い て 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 5 4条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 市 が 行 う あ っ せ ん 及 び 要 請 に 対 し 、 で き る 限 り 協 力 し

な け れ ば な ら な い 。  

 

１  市 が 行 う あ っ せ ん 及 び 要 請 に 対

し 、 で き る 限 り 協 力 し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 0条  (1) 市 が 行 う あ っ せ ん 及 び 要 請 に 対 し 、 で き

る 限 り 協 力 し て い な い 。  

Ｃ  

(5) 市 が 行 う 利 用 調 整 へ

の 協 力  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も

に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も に 係 る 特 定 地 域 型

保 育 事 業 の 利 用 に つ い て 児 童 福 祉 法 第 2 4条 第 ３ 項 （ 同 法

附 則 第 7 3条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合

を 含 む 。） の 規 定 に よ り 市 が 行 う 調 整 及 び 要 請 に 対 し 、

で き る 限 り 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１  市 が 行 う 調 整 及 び 要 請 に 対 し 、 で

き る 限 り 協 力 し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 0条  (1) 市 が 行 う 調 整 及 び 要 請 に 対 し 、 で き る 限

り 協 力 し て い な い 。  

Ｃ  

(6) 受 給 資 格 等 の 確 認  １  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を

求 め ら れ た 場 合 は 、 必 要 に 応 じ て 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認

定 保 護 者 の 提 示 す る 支 給 認 定 証 に よ っ て 、 教 育 ・ 保 育

給 付 認 定 の 有 無 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も の 該 当 す

る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 の

有 効 期 間 、 保 育 必 要 量 等 を 確 か め る も の と す る 。  

 

１  支 給 認 定 証 に よ っ て 、 受 給 資 格 等

の 確 認 を し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 ８ 条 、

第 5 0条  

(1) 支 給 認 定 証 に よ っ て 、 受 給 資 格 等 を 確 認

し て い な い 。  

Ｃ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 を 受

け て い な い 保 護 者 か ら 利 用 の 申 込 み が あ っ た 場 合 は 、

当 該 保 護 者 の 意 思 を 踏 ま え て 速 や か に 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 の 申 請 が 行 わ れ る よ う 必 要 な 援 助 を 行 わ な け れ ば

な ら な い 。  

 

２  教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 の 申 請 が 行 わ

れ る よ う 必 要 な 援 助 を 行 っ て い る

か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 ９ 条 、

第 5 0条  

(1) 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 の 申 請 が 行 わ れ る よ

う 必 要 な 援 助 を 行 っ て い な い 。  

Ｃ  

 ３  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 の 変

更 の 認 定 の 申 請 が 遅 く と も 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者

が 受 け て い る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 の 有 効 期 間 の 満 了 日

の 3 0日 前 に は 行 わ れ る よ う 必 要 な 援 助 を 行 わ な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ

る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

３  教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定

の 申 請 が 有 効 期 間 の 満 了 日 の 3 0日 前

に は 行 わ れ る よ う 必 要 な 援 助 を 行 っ

て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 ９ 条 、

第 5 0条  

(1) 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 の 申 請

が 有 効 期 間 の 満 了 日 の 3 0日 前 に は 行 わ れ る

よ う 必 要 な 援 助 を 行 っ て い な い 。  

Ｃ  
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項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  

(7) 地 域 型 保 育 給 付 費 の

額 の 通 知  

１  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 法 定 代 理 受 領 に よ り 特 定

地 域 型 保 育 （ 特 別 利 用 地 域 型 保 育 及 び 特 定 利 用 地 域 型

保 育 を 含 む 。） に 係 る 地 域 型 保 育 給 付 費 （ 子 ど も ・ 子

育 て 支 援 法 第 2 9条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 例 地 域 型 保 育 給

付 費 を い う 。） の 支 給 を 受 け た 場 合 は 、 教 育 ・ 保 育 給

付 認 定 保 護 者 に 対 し 、 当 該 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者

に 係 る 地 域 型 保 育 給 付 費 の 額 を 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

 

１  法 定 代 理 受 領 に よ り 支 給 を 受 け た

地 域 型 保 育 給 付 費 の 額 を 教 育 ・ 保 育

給 付 認 定 保 護 者 に 対 し て 通 知 し て い

る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 1 4条 、

第 5 0条  

(1) 法 定 代 理 受 領 に よ り 受 け た 地 域 型 保 育 給

付 費 の 額 を 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 に 対

し て 通 知 し て い な い 。  

Ｃ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 確 認 基 準 条 例 第 1 3条 第 ２

項 の 法 定 代 理 受 領 を 行 わ な い 特 定 地 域 型 保 育 に 係 る 費

用 の 額 の 支 払 を 受 け た 場 合 は 、 そ の 提 供 し た 特 定 地 域

型 保 育 の 内 容 、 費 用 の 額 そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る 事 項

を 記 載 し た 特 定 地 域 型 保 育 を 提 供 し た こ と を 証 す る 書

類 を 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し て 交 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

２  特 定 地 域 型 保 育 を 提 供 し た こ と を

証 す る 書 類 を 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保

護 者 に 対 し て 交 付 し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 1 4条 、

第 5 0条  

(1) 特 定 地 域 型 保 育 を 提 供 し た こ と を 証 す る

書 類 を 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し て

交 付 し て い な い 。  

Ｃ  

(8) 評 価 （ 自 己 評 価 、 第

三 者 評 価 ）  

１  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 自 ら そ の 提 供 す る 特 定 地

域 型 保 育 の 質 の 評 価 を 行 い 、 常 に そ の 改 善 を 図 ら な け

れ ば な ら な い 。  

 

１  自 己 評 価 を 行 い 、 改 善 を 図 っ て い

る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 5条  (1) 自 己 評 価 を 行 い 、 改 善 を 図 っ て い な い 。  Ｃ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 定 期 的 に 外 部 の 者 に よ る

評 価 を 受 け て 、 そ れ ら の 結 果 を 公 表 し 、 常 に そ の 改 善

を 図 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

２  第 三 者 評 価 を 受 け て 、 そ の 結 果 を

公 表 し 、 改 善 を 図 る よ う 努 め て い る

か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 5条  (1) 第 三 者 評 価 を 受 け て 、 そ の 結 果 を 公 表

し 、 改 善 を 図 る よ う 努 め て い な い 。  

Ｃ  

(9) 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定

保 護 者 に 関 す る 市 へ の

通 知  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 （ 特 別 利 用

地 域 型 保 育 及 び 特 定 利 用 地 域 型 保 育 を 含 む 。） を 受 け て

い る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も の 保 護 者 が 偽 り そ の 他 不

正 の 行 為 に よ っ て 地 域 型 保 育 給 付 費 の 支 給 を 受 け 、 又 は

受 け よ う と し た と き は 、 遅 滞 な く 、 意 見 を 付 し て そ の 旨

を 当 該 地 域 型 保 育 給 付 費 の 支 給 に 係 る 市 に 通 知 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

１  保 護 者 が 偽 り そ の 他 不 正 な 行 為 に

よ っ て 地 域 型 保 育 給 付 費 の 支 給 を 受

け 、 又 は 受 け よ う と し た と き に 、 遅

滞 な く 、 意 見 を 付 し て そ の 旨 を 市 に

通 知 し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 1 9条 、

第 5 0条  

(1) 保 護 者 が 偽 り そ の 他 不 正 な 行 為 に よ っ て

地 域 型 保 育 給 付 費 の 支 給 を 受 け 、 又 は 受 け

よ う と し た と き に 、 遅 滞 な く 、 意 見 を 付 し

て そ の 旨 を 市 に 通 知 し て い な い 。  

Ｃ  

(10) 運 営 規 程   特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 業 の 運 営 に つ

い て の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 を 定 め て お か な け れ ば な ら

な い 。  

 (1) 事 業 の 目 的 及 び 運 営 の 方 針  

 (2) 提 供 す る 特 定 地 域 型 保 育 の 内 容  

 (3) 職 員 の 職 種 、 員 数 及 び 職 務 の 内 容  

 (4) 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 行 う 日 及 び 時 間 並 び に 特

定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 行 わ な い 日  

 (5) 確 認 基 準 条 例 第 4 3条 の 規 定 に よ り 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 保 護 者 か ら 支 払 を 受 け る 費 用 の 種 類 、 支 払 を 求

め る 理 由 及 び そ の 額  

 (6) 利 用 定 員  

 (7) 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 利 用 の 開 始 及 び 終 了 に 関 す

る 事 項 並 び に 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 利 用 に あ た っ て

の 留 意 事 項  

 (8) 緊 急 時 等 に お け る 対 応 方 法  

 (9) 非 常 災 害 対 策  

 (10) 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項  

 (11) そ の 他 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る 重 要 事

項  

 

１  運 営 規 程 等 の 重 要 事 項 に 関 す る 規

程 を 定 め て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 6条  (1) 運 営 規 程 等 の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 を 定

め て い な い 。  

(2) 運 営 規 程 等 の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 の 内

容 が 不 十 分 で あ る 。  

Ｃ  

 

Ｂ  
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項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  

(11) 勤 務 体 制 の 確 保 等  １  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど

も に 対 し 、 適 切 な 特 定 地 域 型 保 育 を 提 供 す る こ と が で

き る よ う 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 ご と に 職 員 の 勤 務 の

体 制 を 定 め て お か な け れ ば な ら な い 。  

 

１  職 員 の 勤 務 の 体 制 を 定 め て い る

か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 7条  (1) 職 員 の 勤 務 の 体 制 を 定 め て い な い 。  Ｃ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 ご

と に 、 当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 の 職 員 に よ っ て 特 定

地 域 型 保 育 を 提 供 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 満 ３

歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も に 対 す る 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供

に 直 接 影 響 を 及 ぼ さ な い 業 務 に つ い て は 、 こ の 限 り で

な い 。  

 

２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 の 職 員 に よ

っ て 特 定 地 域 型 保 育 を 提 供 し て い る

か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 7条  (1) 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 の 職 員 に よ っ て 特

定 地 域 型 を 提 供 し て い な い 。  

Ｃ  

 ３  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 職 員 の 資 質 の 向 上 の た め

に 、 そ の 研 修 の 機 会 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  

 

３  研 修 の 機 会 を 確 保 し て い る か 。  (1) 確 認 基 準 条 例 第 4 7条  

(2) 保 育 所 保 育 指 針 第 ５ 章

３ 、 ４  

 

(1) 研 修 の 機 会 を 確 保 し て い な い 。  Ｃ  

(12) 利 用 定 員 の 遵 守   特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 利 用 定 員 を 超 え て 特 定 地 域

型 保 育 の 提 供 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 年 度 中 に お

け る 特 定 地 域 型 保 育 に 対 す る 需 要 の 増 大 へ の 対 応 、 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 第 4 6条 第 ５ 号 に 規 定 す る 便 宜 の 提 供 へ

の 対 応 、 児 童 福 祉 法 第 2 4条 第 ６ 項 に 規 定 す る 措 置 へ の 対

応 、 災 害 、 虐 待 そ の 他 の や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

１  利 用 定 員 を 超 え て 特 定 地 域 型 保 育

の 提 供 を 行 っ て い な い か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 8条  (1) 利 用 定 員 を 超 え て 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供

を 行 っ て い る 。  

Ｃ  

(13) 重 要 事 項 の 掲 示 等   特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 当 該 地 域 型 保 育 事 業 者 の 見

や す い 場 所 に 、 確 認 基 準 条 例 第 4 6条 に 規 定 す る 事 業 の 運

営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 の 概 要 、 職 員 の 勤 務

の 体 制 、 利 用 者 負 担 そ の 他 の 利 用 申 込 者 の 特 定 地 域 型 保

育 事 業 者 の 選 択 に 資 す る と 認 め ら れ る 重 要 事 項 を 掲 示 す

る と と も に 、 電 気 通 信 回 線 に 接 続 し て 行 う 自 動 公 衆 送 信

に よ り 公 衆 の 閲 覧 に 供 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１  事 業 の 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に

関 す る 規 程 の 概 要 等 の 重 要 事 項 を 掲

示 し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 2 3条 、

第 5 0条  

(1) 運 営 規 程 等 の 重 要 事 項 を 掲 示 し て い な

い 。  

(2) 運 営 規 程 等 の 重 要 事 項 を 自 動 公 衆 送 信 に

よ り 公 衆 の 閲 覧 に 供 し て い な い 。  

(3) 運 営 規 程 等 の 重 要 事 項 の 掲 示 が 不 十 分 で

あ る 。  

(4) 運 営 規 程 等 の 重 要 事 項 の 自 動 公 衆 送 信 に

よ る 公 衆 の 閲 覧 が 不 十 分 で あ る 。  

 

Ｃ  

 

Ｃ  

 

Ｂ  

 

Ｂ  

(14) 秘 密 保 持 等  １  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 の 職 員 及 び 管 理 者 は 、 正 当 な

理 由 が な く 、 そ の 業 務 上 知 り 得 た 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定

子 ど も 又 は そ の 家 族 の 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ

の 職 を 退 い た 後 も 、 同 様 と す る 。  

 

１  業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ の 家

族 の 秘 密 を 漏 ら し て い な い か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 2 7条 、

第 5 0条  

(1) 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ の 家 族 の 秘

密 を 漏 ら し て い る 。  

Ｃ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 職 員 で あ っ た 者 が 、 正 当

な 理 由 が な く 、 そ の 業 務 上 知 り 得 た 教 育 ・ 保 育 給 付 認

定 子 ど も 又 は そ の 家 族 の 秘 密 を 漏 ら す こ と が な い よ

う 、 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 ＜ 必 要 な 措 置 （ 例 ） ＞  

 ・  規 程 等 の 整 備  

 ・  雇 用 時 の 取 決 め  等  

 

２  業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ の 家

族 の 秘 密 を 漏 ら す こ と が な い よ う 、

必 要 な 措 置 を 講 じ て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 2 7条 、

第 5 0条  

(1) 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ の 家 族 の 秘

密 を 漏 ら す こ と が な い よ う 、 必 要 な 措 置 を

講 じ て い な い 。  

(2) 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ の 家 族 の 秘

密 を 漏 ら す こ と が な い よ う 、 必 要 な 措 置 が

不 十 分 で あ る 。  

Ｃ  

 

 

Ｂ  

 ３  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 小 学 校 、 他 の 特 定 地 域 型

保 育 事 業 者 等 、 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 を 行 う 者

そ の 他 の 機 関 に 対 し て 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も に

関 す る 情 報 を 提 供 す る 際 に は 、 あ ら か じ め 文 書 に よ り

当 該 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 保 護 者 の 同 意 を 得 て お か な け れ ば な ら な い 。  

 

３  利 用 者 の 情 報 を 提 供 す る 際 に 、 あ

ら か じ め 文 書 に よ り 保 護 者 の 同 意 を

得 て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 2 7条 、

第 5 0条  

(1) 利 用 者 の 情 報 を 提 供 す る 際 に 、 あ ら か じ

め 文 書 に よ り 保 護 者 の 同 意 を 得 て い な い 。  

Ｃ  
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(15) 情 報 の 提 供 等  １  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 を

利 用 し よ う と す る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保

育 給 付 認 定 保 護 者 が 、 そ の 希 望 を 踏 ま え て 適 切 に 特 定

地 域 型 保 育 事 業 者 を 選 択 す る こ と が で き る よ う に 、 当

該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 提 供 す る 特 定 地 域 型 保 育 の

内 容 に 関 す る 情 報 の 提 供 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら

な い 。  

 

１  利 用 し よ う と す る 保 護 者 に 対 し 、

特 定 地 域 型 保 育 の 内 容 に 関 す る 情 報

の 提 供 を 行 う よ う 努 め て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 2 8条 、

第 5 0条  

(1) 利 用 し よ う と す る 保 護 者 に 対 し 、 特 定 地

域 型 保 育 の 内 容 に 関 す る 情 報 の 提 供 を 行 う

よ う 努 め て い な い 。  

Ｃ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業

者 に つ い て 広 告 を す る 場 合 に お い て 、 そ の 内 容 を 虚 偽

の も の 又 は 誇 大 な も の と し て は な ら な い 。  

 

２  広 告 を す る 内 容 を 虚 偽 の も の 又 は

誇 大 な も の と し て い な い か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 2 8条 、

第 5 0条  

(1) 広 告 を す る 内 容 を 虚 偽 の も の 又 は 誇 大 な

も の と し て い る 。  

Ｃ  

(16) 利 益 供 与 等 の 禁 止  １  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 利 用 者 支 援 事 業 そ の 他 の

地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 利 用 者

支 援 事 業 者 等 」 と い う 。）、 教 育 ・ 保 育 施 設 若 し く は 地

域 型 保 育 を 行 う 者 等 又 は そ の 職 員 に 対 し 、 小 学 校 就 学

前 子 ど も 又 は そ の 家 族 に 対 し て 当 該 特 定 地 域 型 保 育 事

業 者 を 紹 介 す る こ と の 対 償 と し て 、 金 品 そ の 他 の 財 産

上 の 利 益 を 供 与 し て は な ら な い 。  

 

１  利 用 者 又 は そ の 家 族 に 対 し て 当 該

特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 を 紹 介 す る こ

と の 対 償 と し て 、 金 品 そ の 他 の 財 産

上 の 利 益 を 供 与 し て い な い か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 2 9条 、

第 5 0条  

(1) 利 用 者 又 は そ の 家 族 に 対 し て 当 該 特 定 地

域 型 保 育 事 業 者 を 紹 介 す る こ と の 対 償 と し

て 、 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 を 供 与 し て

い る 。  

Ｃ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 利 用 者 支 援 事 業 者 等 、 教

育 ・ 保 育 施 設 若 し く は 地 域 型 保 育 を 行 う 者 等 又 は そ の

職 員 か ら 、 小 学 校 就 学 前 子 ど も 又 は そ の 家 族 を 紹 介 す

る こ と の 対 償 と し て 、 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 を 収

受 し て は な ら な い 。  

 

２  利 用 者 又 は そ の 家 族 を 紹 介 す る こ

と の 対 償 と し て 、 金 品 そ の 他 の 財 産

上 の 利 益 を 収 受 し て い な い か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 2 9条 、

第 5 0条  

(1) 利 用 者 又 は そ の 家 族 を 紹 介 す る こ と の 対

償 と し て 、 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 を 収

受 し て い る 。  

Ｃ  

(17) 苦 情 解 決  １  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 そ の 提 供 し た 特 定 地 域 型

保 育 に 関 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 又 は 教 育 ・ 保

育 給 付 認 定 保 護 者 そ の 他 の 当 該 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子

ど も の 家 族 （ 以 下 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 等 」 と

い う 。） か ら の 苦 情 に 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 す る た め

に 、 苦 情 を 受 け 付 け る た め の 窓 口 を 設 置 す る 等 の 必 要

な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 

１  苦 情 を 受 け 付 け る た め の 窓 口 を 設

置 す る 等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ て い る

か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 0条 、

第 5 0条  

(1) 苦 情 を 受 け 付 け る た め の 窓 口 を 設 置 す る

等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ て い な い 。  

(2) 苦 情 を 受 け 付 け る た め の 窓 口 を 設 置 す る

等 の 必 要 な 措 置 が 不 十 分 で あ る 。  

Ｃ  

 

Ｂ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 苦 情 を 受 け 付 け た 場 合 に

は 、 当 該 苦 情 の 内 容 等 を 記 録 し な け れ ば な ら な い 。  

 

２  苦 情 の 内 容 等 を 記 録 し て い る か 。  (1) 確 認 基 準 条 例 第 3 0条 、

第 4 9条 、 第 5 0条  

(1) 苦 情 の 内 容 等 を 記 録 し て い な い 。  

(2) 苦 情 の 内 容 等 の 記 録 が 不 十 分 で あ る 。  

Ｃ  

Ｂ  

 ３  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 そ の 提 供 し た 特 定 地 域 型

保 育 に 関 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 等 か ら の 苦 情

に 関 し て 市 が 実 施 す る 事 業 に 協 力 す る よ う 努 め な け れ

ば な ら な い 。  

 

３  苦 情 に 関 し て 市 が 実 施 す る 事 業 に

協 力 す る よ う 努 め て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 0条 、

第 5 0条  

(1) 苦 情 に 関 し て 市 が 実 施 す る 事 業 に 協 力 す

る よ う 努 め て い な い 。  

Ｃ  

 ４  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 そ の 提 供 し た 特 定 地 域 型

保 育 に 関 し 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 1 4条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 市 が 行 う 報 告 若 し く は 帳 簿 書 類 そ の 他 の 物 件

の 提 出 若 し く は 提 示 の 命 令 又 は 当 該 市 の 職 員 か ら の 質

問 若 し く は 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 の 設 備 若 し く は 帳 簿

書 類 そ の 他 の 物 件 の 検 査 に 応 じ 、 及 び 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 子 ど も 等 か ら の 苦 情 に 関 し て 市 が 行 う 調 査 に 協 力

す る と と も に 、 市 か ら 指 導 又 は 助 言 を 受 け た 場 合 は 、

当 該 指 導 又 は 助 言 に 従 っ て 必 要 な 改 善 を 行 わ な け れ ば

な ら な い 。  

 

４  市 が 行 う 報 告 ・ 提 出 ・ 提 示 の 命 令

又 は 市 の 職 員 か ら の 質 問 ・ 検 査 に 応

じ て い る か 。  

 

５  利 用 者 等 か ら の 苦 情 に 関 し て 市 が

行 う 調 査 に 協 力 す る と と も に 、 市 か

ら の 指 導 又 は 助 言 に 従 っ て 必 要 な 改

善 を 行 っ て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 0条 、

第 5 0条  

(1) 市 が 行 う 報 告 ・ 提 出 ・ 提 示 の 命 令 又 は 市

の 職 員 か ら の 質 問 ・ 検 査 に 応 じ て い な い 。  

(2) 利 用 者 等 か ら の 苦 情 に 関 し て 市 が 行 う 調

査 に 協 力 し て い な い 。  

(3) 市 か ら の 指 導 又 は 助 言 に 従 っ て 必 要 な 改

善 を 行 っ て い な い 。  

Ｃ  

 

Ｃ  

 

Ｃ  
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 ５  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 市 か ら の 求 め が あ っ た 場

合 に は 、 確 認 基 準 条 例 第 3 0条 第 ４ 項 の 改 善 の 内 容 を 当

該 市 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

６  市 が 求 め た 改 善 の 内 容 を 報 告 し て

い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 0条 、

第 5 0条  

(1) 市 が 求 め た 改 善 の 内 容 を 報 告 し て い な

い 。  

Ｃ  

(18) 地 域 と の 連 携 等   特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 そ の 運 営 に あ た っ て は 、 地

域 住 民 又 は そ の 自 発 的 な 活 動 等 と の 連 携 及 び 協 力 を 行 う

等 の 地 域 と の 交 流 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

１  地 域 と の 交 流 に 努 め て い る か 。  (1) 確 認 基 準 条 例 第 3 1条 、

第 5 0条  

(1) 地 域 と の 交 流 に 努 め て い な い 。  Ｃ  

(19) 記 録 の 整 備  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 職 員 、 設 備 及 び 会 計 に 関 す

る 諸 記 録 を 整 備 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

 

１  職 員 、 設 備 及 び 会 計 に 関 す る 諸 記

録 を 整 備 し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 9条  (1) 職 員 、 設 備 及 び 会 計 に 関 す る 諸 記 録 を 整

備 し て い な い 。  

Ｃ  

(20) 電 磁 的 記 録 等  １  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 記 録 、 作 成 、 保 存 そ の 他

こ れ ら に 類 す る も の の う ち 、 確 認 基 準 条 例 の 規 定 に お

い て 書 面 等 に よ り 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も の に つ

い て は 、 当 該 書 面 等 に 代 え て 、 当 該 書 面 等 に 係 る 電 磁

的 記 録 に よ り 行 う こ と が で き る 。  

  ま た 確 認 基 準 条 例 の 規 定 に よ る 書 面 等 の 交 付 又 は 提

出 に つ い て は 、 当 該 書 面 等 が 電 磁 的 記 録 に よ り 作 成 さ

れ て い る 場 合 に は 、 当 該 書 面 等 の 交 付 又 は 提 出 に 代 え

て 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 の 承 諾 を 得 て 、 当 該 書

面 等 に 記 載 す べ き 事 項 を 確 認 基 準 条 例 第 5 3条 第 ２ 項 に

掲 げ る 方 法 （ 以 下 「 電 磁 的 方 法 」 と い う 。） に よ り 提

供 す る こ と が で き る 。  

  電 磁 的 方 法 に よ り 記 載 事 項 を 提 供 す る と き は 、 あ ら

か じ め 、 当 該 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し 、 そ の

用 い る 次 に 掲 げ る 電 磁 的 方 法 の 種 類 及 び 内 容 を 示 し 、

文 書 又 は 電 磁 的 方 法 に よ る 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な

い 。  

 (1) 電 磁 的 方 法 の う ち 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 使 用 す

る も の  

 (2) フ ァ イ ル へ の 記 録 の 方 法  

 

１  電 磁 的 方 法 に よ り 書 面 等 を 提 供 す

る こ と に つ い て 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認

定 保 護 者 に 対 し 、 文 書 又 は 電 磁 的 方

法 に よ る 承 諾 を 得 て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 5 3条  (1) 電 磁 的 方 法 に よ り 書 面 等 を 提 供 す る こ と

に つ い て 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 に 対

し 、 文 書 又 は 電 磁 的 方 法 に よ る 承 諾 を 得 て

い な い 。  

Ｃ  

 ２  確 認 基 準 条 例 第 5 3条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 承 諾 を 得 た

特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 当 該 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保

護 者 か ら 文 書 又 は 電 磁 的 方 法 に よ り 、 電 磁 的 方 法 に よ

る 提 供 を 受 け な い 旨 の 申 出 が あ っ た と き は 、 当 該 教 育

・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し 、 書 面 等 の 提 供 を 電 磁 的

方 法 に よ っ て し て は な ら な い 。 た だ し 、 当 該 教 育 ・ 保

育 給 付 認 定 保 護 者 が 再 び 同 条 同 項 の 規 定 に よ る 承 諾 を

し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

２  教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 か ら 電

磁 的 方 法 に よ る 書 面 等 の 提 供 を 受 け

な い 旨 の 申 出 が あ っ た に も 関 わ ら

ず 、 重 要 事 項 を 電 磁 的 方 法 に よ り 提

供 し て い な い か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 5 3条  (1) 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 か ら 電 磁 的 方

法 に よ る 書 面 等 の 提 供 を 受 け な い 旨 の 申 出

が あ っ た に も 関 わ ら ず 、 書 面 等 を 電 磁 的 方

法 に よ り 提 供 し て い る 。  

Ｃ  
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〔凡例〕  

以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。  

No. 関係法令及び通知等  略称  

１  
武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成 26年９月

武蔵野市条例第 27号）  
確認基準条例  

２  子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）  子ども・子育て支援法  

３  児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）  児童福祉法  
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指導検査基準  

項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  

１  一 般 原 則  

 

     

(1) 一 般 原 則 （ 保 育 ）  １  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 良 質 か つ 適 切 で あ り 、 か

つ 、 子 ど も の 保 護 者 の 経 済 的 負 担 の 軽 減 に つ い て 適 切

に 配 慮 さ れ た 内 容 及 び 水 準 の 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を

行 う こ と に よ り 、 全 て の 子 ど も が 健 や か に 成 長 す る た

め に 適 切 な 環 境 が 等 し く 確 保 さ れ る こ と を 目 指 す も の

で な け れ ば な ら な い 。  

 

１  良 質 か つ 適 切 で あ り 、 か つ 、 子 ど

も の 保 護 者 の 経 済 的 負 担 の 軽 減 に つ

い て 適 切 に 配 慮 さ れ た 内 容 及 び 水 準

の 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 行 っ て い

る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 ３ 条  (1) 良 質 か つ 適 切 で あ り 、 か つ 、 子 ど も の 保

護 者 の 経 済 的 負 担 の 軽 減 に つ い て 適 切 に 配

慮 さ れ た 内 容 及 び 水 準 の 特 定 地 域 型 保 育 の

提 供 を 行 っ て い な い 。  

Ｃ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業

者 を 利 用 す る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 意 思 及 び 人 格 を 尊

重 し て 、 常 に 当 該 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 立 場 に 立 っ て

特 定 地 域 型 保 育 を 提 供 す る よ う に 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

 

２  利 用 者 の 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し

て 、 常 に 利 用 者 の 立 場 に 立 っ て 特 定

地 域 型 保 育 を 提 供 す る よ う に 努 め て

い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 ３ 条  

(2) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法

第 4 5条  

(1) 利 用 者 の 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し て 、 常 に

利 用 者 の 立 場 に 立 っ て 特 定 地 域 型 保 育 を 提

供 す る よ う に 努 め て い な い 。  

Ｃ  

 ３  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 地 域 及 び 家 庭 と の 結 び 付

き を 重 視 し た 運 営 を 行 い 、 都 道 府 県 、 市 町 村 、 小 学

校 、 他 の 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 、 地 域 子 ど も ・ 子 育 て

支 援 事 業 を 行 う 者 、 他 の 児 童 福 祉 施 設 そ の 他 の 学 校 又

は 保 健 医 療 サ ー ビ ス 若 し く は 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る

者 と の 密 接 な 連 携 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

３  地 域 及 び 家 庭 と の 密 接 な 連 携 に 努

め て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 ３ 条  

(2) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法

第 4 5条  

(1) 地 域 及 び 家 庭 と の 密 接 な 連 携 に 努 め て い

な い 。  

Ｃ  

２  保 育 に 関 す る 基 準  

 

     

(1) 心 身 の 状 況 等 の 把 握  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に あ

た っ て は 、 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も の 心 身 の 状 況 、 そ

の 置 か れ て い る 環 境 、 他 の 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 の 利 用

状 況 等 の 把 握 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

１  利 用 者 の 心 身 の 状 況 等 の 把 握 に 努

め て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 1条  (1) 利 用 者 の 心 身 の 状 況 等 の 把 握 に 努 め て い

な い 。  

Ｃ  

(2) 小 学 校 等 と の 連 携   特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 の 終

了 に 際 し て は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も に つ い て 、 小

学 校 に お け る 教 育 又 は 他 の 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 に お い

て 継 続 的 に 提 供 さ れ る 教 育 ・ 保 育 と の 円 滑 な 接 続 に 資 す

る よ う 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も に 係 る 情 報 の 提 供 そ

の 他 小 学 校 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 、 地 域 子 ど も ・ 子 育

て 支 援 事 業 を 行 う 者 そ の 他 の 機 関 と の 密 接 な 連 携 に 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

 

１  小 学 校 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 、

地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 を 行 う

者 等 と の 密 接 な 連 携 に 努 め て い る

か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 1 1条 、

第 5 0条  

(1) 小 学 校 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 、 地 域 子

ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 を 行 う 者 等 と の 密 接

な 連 携 に 努 め て い な い 。  

Ｃ  

(3) 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設

等 と の 連 携  

１  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 を 行 う

者 を 除 く 。 以 下 こ の 項 目 に お い て 同 じ 。） は 、 特 定 地

域 型 保 育 が 適 正 か つ 確 実 に 実 施 さ れ 、 及 び 必 要 な 教 育

・ 保 育 が 継 続 的 に 提 供 さ れ る よ う 、 次 に 掲 げ る 事 項 に

係 る 連 携 協 力 を 行 う 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 又 は 保 育 所

（ 以 下 「 連 携 施 設 」 と い う 。） を 適 切 に 確 保 し な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 連 携 施 設 の 確 保 が 著 し く 困 難 で

あ る と 市 が 認 め る 地 域 に お い て 特 定 地 域 型 保 育 事 業 を

行 う 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。（ 経 過 措 置 あ り ）  

(1) 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 受 け て い る 満 ３ 歳 未 満 保

育 認 定 子 ど も に 集 団 保 育 を 体 験 さ せ る た め の 機 会 の

設 定 、 特 定 地 域 型 保 育 の 適 切 な 提 供 に 必 要 な 特 定 地

域 型 保 育 事 業 者 に 対 す る 相 談 、 助 言 そ の 他 の 保 育 の

内 容 に 関 す る 支 援 （ 以 下 「 保 育 内 容 支 援 」 と い

う 。 ） を 実 施 す る こ と 。 た だ し 、 市 長 が 、 保 育 内 容

支 援 の 実 施 に 係 る 連 携 施 設 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ

１  連 携 施 設 を 適 切 に 確 保 し て い る

か 。  

 

２  連 携 協 力 の 内 容 が 適 切 か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 2条  

(2) 武 蔵 野 市 家 庭 的 保 育 事

業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関

す る 基 準 を 定 め る 条 例 第

６ 条 、 4 0条 、 4 5条  

(1) 連 携 施 設 を 適 切 に 確 保 し て い な い 。  

(2) 連 携 協 力 の 内 容 が 適 切 で な い 。  

(3) 連 携 協 力 の 内 容 が 不 十 分 で あ る 。  

Ｃ  

Ｃ  

Ｂ  
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項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  

る と 認 め る 場 合 で あ っ て 、 確 認 基 準 条 例 第 4 2条 第 ２

項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満 た す と

認 め る と き は 、 適 用 し な い こ と と す る こ と が で き

る 。  

(2) 必 要 に 応 じ て 、 代 替 保 育 を 提 供 す る こ と 。  

(3) 当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ り 特 定 地 域 型 保 育

の 提 供 を 受 け て い た 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も （ 事

業 所 内 保 育 事 業 を 利 用 す る 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど

も に あ っ て は 、 確 認 基 準 条 例 第 3 7条 第 ２ 項 に 規 定 す

る そ の 他 の 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 限 る 。 ） の 卒 園 後

の 受 皿 の 提 供 を 行 う こ と 。  

居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 を 行 う 者 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 等

の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 第 3 7条 第 １ 号 に 規 定 す る

乳 幼 児 に 対 す る 保 育 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 乳 幼

児 の 障 害 、 疾 病 等 の 状 態 に 応 じ 、 適 切 な 専 門 的 な 支 援

そ の 他 の 便 宜 の 供 与 を 受 け ら れ る よ う 、 あ ら か じ め 連

携 す る 障 害 児 入 所 施 設 そ の 他 の 市 の 指 定 す る 施 設 （ 以

下 「 居 宅 訪 問 型 保 育 連 携 施 設 」 と い う 。 ） を 適 切 に 確

保 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 居 宅 訪 問 型 保 育 連 携

施 設 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る と 市 が 認 め る 地 域 に お

い て 居 宅 訪 問 型 保 育 を 行 う 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 者 に つ

い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

事 業 所 内 保 育 事 業 を 行 う 者 で あ っ て 、 利 用 定 員 が 2 0

人 以 上 の も の （ 「 保 育 所 型 事 業 所 内 保 育 事 業 」 と い

う 。 ） に つ い て は 、 確 認 基 準 条 例 第 4 2条 第 １ 項 本 文 の

規 定 に か か わ ら ず 、 連 携 施 設 の 確 保 に あ た っ て 、 同 条

同 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 係 る 連 携 施 設 を 求 め る こ と を

要 し な い 。  

保 育 所 型 事 業 所 内 保 育 事 業 を 行 う 者 の う ち 、 児 童 福

祉 法 第 ６ 条 の ３ 第 1 2項 第 ２ 号 に 規 定 す る 事 業 を 行 う も

の で あ っ て 、 市 長 が 適 当 と 認 め る も の に つ い て は 、 確

認 基 準 条 例 第 4 2条 第 １ 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 連

携 施 設 を 確 保 し な い こ と が で き る 。  

 

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 市 長 が 、 連 携 施 設 の 確 保

が 著 し く 困 難 と 認 め る 場 合 で あ っ て 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 事 項 の い ず れ か を 満 た す と き は 、 連 携 施 設 に お い て

代 替 保 育 を 提 供 す る こ と を 要 し な い 。  

(1) 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 代 替 保 育 連 携 協 力 者 を 適

切 に 確 保 し た 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す と

市 長 が 認 め る こ と 。  

ア  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 と 代 替 保 育 連 携 協 力 者 と

の 間 で そ れ ぞ れ の 役 割 の 分 担 及 び 責 任 の 所 在 が 明

確 化 さ れ て い る こ と 。  

イ  代 替 保 育 連 携 協 力 者 の 本 来 の 業 務 の 遂 行 に 支 障

が 生 じ な い よ う に す る た め の 措 置 が 講 じ ら れ て い

る こ と 。  

(2) 市 長 が 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ る 代 替 保 育 連 携

協 力 者 の 確 保 の 促 進 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ て も

な お 当 該 代 替 保 育 連 携 協 力 者 の 確 保 が 著 し く 困 難 で

あ る こ と 。  

 

代 替 保 育 連 携 協 力 者 と は 、 代 替 保 育 の 提 供 に 係 る 連

携 協 力 を 行 う も の で あ っ て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の

区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る も の を い う 。  

(1) 当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 特 定 地 域 型 保 育 事 業

３  連 携 施 設 に お い て 代 替 保 育 を 提 供

し な い 場 合 、 定 め ら れ た 事 項 を 満 た

し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 2条  (1) 連 携 施 設 に お い て 代 替 保 育 を 提 供 し て い

な い 場 合 、 定 め ら れ た 事 項 を 満 た し て い な

い 。  

(2) 連 携 施 設 に お い て 代 替 保 育 を 提 供 し て い

な い 場 合 、 代 替 保 育 に 係 る 連 携 協 力 を 行 う

者 を 適 切 に 確 保 し て い な い 。  

Ｃ  

 

 

Ｃ  
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を 行 う 場 所 又 は 事 業 所 （ 次 号 に お い て 「 事 業 実 施 場

所 」 と い う 。） 以 外 の 場 所 又 は 事 業 所 に お い て 代 替

保 育 が 提 供 さ れ る 場 合  小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 若 し く

は 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型 又 は 事 業 所 内 保 育 事 業 を 行 う

者 （ 次 号 に お い て 「 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 事 業 者 等 」

と い う 。）  

(2) 事 業 実 施 場 所 に お い て 代 替 保 育 が 提 供 さ れ る 場 合  

 事 業 の 規 模 等 を 勘 案 し て 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 事 業

者 等 と 同 等 の 能 力 を 有 す る と 市 長 が 認 め る 者  

 

 ３  当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 市 長 が 次 の 各 号 に 掲

げ る 事 項 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 卒 園

後 の 受 皿 の 提 供 を 行 う 連 携 施 設 を 確 保 し な い こ と が で

き る 。  

(1) 市 長 が 、 児 童 福 祉 法 第 2 4条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 調

整 を 行 う に 当 た っ て 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ る

特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 受 け て い た 満 ３ 歳 未 満 保 育

認 定 子 ど も を 優 先 的 に 取 り 扱 う 措 置 そ の 他 の 特 定 地

域 型 保 育 事 業 者 に よ る 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 の 終 了

に 際 し て 、 卒 園 後 の 受 皿 の 提 供 を 行 う た め の 必 要 な

措 置 を 講 じ て い る と き  

(2) 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ る 卒 園 後 の 受 皿 の 提 供

を 行 う 連 携 施 設 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る と 認 め る

と き （ 前 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。）  

こ の 場 合 （ 第 ２ 号 に 係 る 場 合 に 限 る 。） に お い て 、

特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 児 童 福 祉 法 第 5 9条 第 １ 項 に

規 定 す る 施 設 の う ち 次 に 掲 げ る も の （ 入 所 定 員 が 2 0人

以 上 の も の に 限 る 。） で あ っ て 市 長 が 適 当 と 認 め る も

の を 卒 園 後 の 受 皿 の 提 供 に 係 る 連 携 協 力 を 行 う 施 設 と

し て 適 切 に 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 5 9条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 助 成 を 受 け て い る 者 の 設 置 す る 施 設 （ 児 童 福 祉

法 第 ６ 条 の ３ 第 1 2項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と す る も

の に 限 る 。）  

(2) 児 童 福 祉 法 第 ６ 条 の ３ 第 1 2項 に 規 定 す る 業 務 又 は

同 法 第 3 9条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と す る 施 設

で あ っ て 、 同 法 第 ６ 条 の ３ 第 ９ 項 第 １ 号 に 規 定 す る

保 育 を 必 要 と す る 乳 児 ・ 幼 児 の 保 育 を 行 う こ と に 要

す る 費 用 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 補 助 を 受 け て い る も

の  

 

４  卒 園 後 の 受 け 皿 の 提 供 を 行 う 連 携

施 設 を 確 保 し て い な い 場 合 、 適 切 に

卒 園 後 の 受 け 皿 の 提 供 を 行 う 連 携 協

力 を 行 う 者 を 確 保 し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 2条  (1) 卒 園 後 の 受 け 皿 の 提 供 を 行 う 連 携 施 設 を

確 保 し て い な い 場 合 、 適 切 に 卒 園 後 の 受 け

皿 の 提 供 を 行 う 連 携 協 力 を 行 う 者 を 確 保 し

て い な い 。  

Ｃ  

 ４  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 の

終 了 に 際 し て は 、 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も に つ い

て 、 連 携 施 設 又 は 他 の 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 に お い て

継 続 的 に 提 供 さ れ る 教 育 ・ 保 育 と の 円 滑 な 接 続 に 資 す

る よ う 、 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も に 係 る 情 報 の 提 供

そ の 他 連 携 施 設 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 、 地 域 子 ど も

・ 子 育 て 支 援 事 業 を 行 う 者 等 と の 密 接 な 連 携 に 努 め な

け れ ば な ら な い 。  

 

５  連 携 施 設 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設

等 、 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 を

行 う 者 等 と の 密 接 な 連 携 に 努 め て い

る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 2条  (1) 連 携 施 設 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 、 地 域

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 を 行 う 者 等 と の 密

接 な 連 携 に 努 め て い な い 。  

Ｃ  

 (4) 特 定 地 域 型 保 育 の 提

供 方 針  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運

営 に 関 す る 基 準 第 3 5条 の 規 定 に 基 づ き 保 育 所 に お け る 保

育 の 内 容 に つ い て 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 指 針 に 準 じ 、 そ

れ ぞ れ の 事 業 の 特 定 に 留 意 し て 、 小 学 校 就 学 前 子 ど も の

心 身 の 状 況 等 に 応 じ て 、 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 を 適 切 に

行 わ な け れ ば な ら な い 。  

１  保 育 所 保 育 指 針 に 準 じ 、 特 定 地 域

型 保 育 の 提 供 を 適 切 に 行 っ て い る

か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 4条  (1) 保 育 所 保 育 指 針 に 準 じ 、 特 定 地 域 型 保 育

の 提 供 を 適 切 に 行 っ て い な い 。  

Ｃ  
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(5) 特 定 地 域 型 保 育 の 提

供 の 記 録  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 を 提 供 し た

際 は 、 提 供 日 、 内 容 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 録 し な け れ ば

な ら な い 。  

 

１  特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に つ い て 、

提 供 日 、 内 容 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記

録 し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 1 2条 、

第 4 9条 、 第 5 0条  

(1) 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に つ い て 、 提 供

日 、 内 容 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 録 し て い な

い 。  

(2) 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に つ い て 、 提 供

日 、 内 容 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 録 が 不 十 分

で あ る 。  

 

Ｃ  

 

 

Ｂ  

(6) 相 談 及 び 援 助  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 常 に 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子

ど も の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 等 の 的 確 な 把

握 に 努 め 、 当 該 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 又 は 当 該 教 育

・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者

に 対 し 、 そ の 相 談 に 適 切 に 応 じ る と と も に 、 必 要 な 助 言

そ の 他 の 援 助 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

１  利 用 者 又 は そ の 保 護 者 か ら の 相 談

に 対 し 、 適 切 に 応 じ て い る か 。  

 

２  利 用 者 又 は そ の 保 護 者 か ら の 相 談

に 対 し 、 必 要 な 助 言 そ の 他 の 援 助 を

行 っ て い る か 。  

 

(1) 確 認 基 準 条 例 第 1 7条 、

第 5 0条  

(1) 利 用 者 又 は 保 護 者 か ら の 相 談 に 対 し 、 適

切 に 応 じ て い な い 。  

(2) 利 用 者 又 は 保 護 者 か ら の 相 談 に 対 し 、 必

要 な 助 言 そ の 他 の 援 助 を 行 っ て い な い 。  

Ｃ  

 

Ｃ  

(7) 保 育 提 供 困 難 時 の 対

応  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 地 域 型 保 育 の 提 供 体 制 の 確

保 が 困 難 で あ る 場 合 そ の 他 利 用 申 込 者 に 係 る 満 ３ 歳 未 満

保 育 認 定 子 ど も に 対 し 自 ら 適 切 な 教 育 ・ 保 育 を 提 供 す る

こ と が 困 難 で あ る 場 合 は 、 連 携 施 設 そ の 他 の 適 切 な 特 定

教 育 ・ 保 育 施 設 又 は 特 定 地 域 型 保 育 事 業 を 紹 介 す る 等 の

適 切 な 措 置 を 速 や か に 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 

１  自 ら 適 切 な 保 育 の 提 供 が 困 難 で あ

る 場 合 に 、 適 切 な 施 設 又 は 事 業 を 紹

介 す る 等 の 適 切 な 措 置 を 速 や か に 講

じ て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 9条  (1) 自 ら 適 切 な 保 育 の 提 供 が 困 難 で あ る 場 合

に 、 適 切 な 施 設 又 は 事 業 を 紹 介 す る 等 の 適

切 な 措 置 を 速 や か に 講 じ て い な い 。  

Ｃ  

(8) 緊 急 時 等 の 対 応  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 の 職 員 は 、 現 に 特 定 地 域 型 保 育

の 提 供 を 行 っ て い る と き に 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も に

体 調 の 急 変 が 生 じ た 場 合 そ の 他 必 要 な 場 合 は 、 速 や か に

当 該 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も の 保 護 者 又 は 医 療 機 関 へ

の 連 絡 を 行 う 等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 

１  利 用 者 の 体 調 の 急 変 時 そ の 他 必 要

な 場 合 に 、 速 や か に 保 護 者 又 は 医 療

機 関 へ の 連 絡 を 行 う 等 の 必 要 な 措 置

を 講 じ て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 1 8条 、

第 5 0条  

(1) 利 用 者 の 体 調 の 急 変 時 そ の 他 必 要 な 場 合

に 、 速 や か に 保 護 者 又 は 医 療 機 関 へ の 連 絡

を 行 う 等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ て い な い 。  

Ｃ  

(9) 差 別 の 禁 止  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に お い て は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認

定 子 ど も の 国 籍 、 信 条 、 社 会 的 身 分 又 は 特 定 地 域 型 保 育

の 提 供 に 要 す る 費 用 を 負 担 す る か 否 か に よ っ て 、 差 別 的

取 扱 い を し て は な ら な い 。  

 

１  利 用 者 の 国 籍 、 信 条 、 社 会 的 身 分

又 は 費 用 負 担 に よ っ て 、 差 別 的 取 扱

い を し て い な い か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 2 4条 、

第 5 0条  

(1) 利 用 者 の 国 籍 、 信 条 、 社 会 的 身 分 又 は 費

用 負 担 に よ っ て 、 差 別 的 取 扱 い を し て い

る 。  

Ｃ  

(10) 虐 待 等 の 禁 止  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 の 職 員 は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定

子 ど も に 対 し 、 児 童 福 祉 法 第 3 3条 の 1 0各 号 に 掲 げ る 行 為

そ の 他 当 該 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も の 心 身 に 有 害 な 影

響 を 与 え る 行 為 を し て は な ら な い 。  

 

１  職 員 が 利 用 者 の 心 身 に 有 害 な 影 響

を 与 え る 行 為 を し て い な い か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 ３ 条 、

第 2 5条 、 第 5 0条  

(2) 児 童 福 祉 法 第 3 3条 の 1 0  

(1) 職 員 が 利 用 者 の 心 身 に 有 害 な 影 響 を 与 え

る 行 為 を し て い る 。   

Ｃ  

(11) 事 故 発 生 の 防 止 及 び

発 生 時 の 対 応  

１  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 事 故 の 発 生 又 は そ の 再 発

を 防 止 す る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら

な い 。  

(1) 事 故 が 発 生 し た 場 合 の 対 応 、 次 号 に 規 定 す る 報 告

の 方 法 等 が 記 載 さ れ た 事 故 発 生 の 防 止 の た め の 指 針

を 整 備 す る こ と 。  

(2) 事 故 が 発 生 し た 場 合 又 は そ れ に 至 る 危 険 性 が あ る

事 態 が 生 じ た 場 合 に 、 当 該 事 実 が 報 告 さ れ 、 そ の 分

析 を 通 じ た 改 善 策 を 従 業 者 に 周 知 徹 底 す る 体 制 を 整

備 す る こ と 。  

(3) 事 故 発 生 の 防 止 の た め の 委 員 会 及 び 従 業 者 に 対 す

る 研 修 を 定 期 的 に 行 う こ と 。  

 

１  事 故 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 止 す

る た め の 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ て い

る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 2条 、

第 5 0条  

(1) 事 故 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 止 す る た め

の 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ て い な い 。   

(2) 事 故 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 止 す る た め

の 必 要 な 措 置 が 不 十 分 で あ る 。  

Ｃ  

 

Ｂ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど

も に 対 す る 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に よ り 事 故 が 発 生 し

た 場 合 は 、 速 や か に 市 、 当 該 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど

も の 家 族 等 に 連 絡 を 行 う と と も に 、 必 要 な 措 置 を 講 じ

な け れ ば な ら な い 。  

 

２  事 故 発 生 時 に 、 市 、 家 族 等 に 連 絡

を 行 う と と も に 、 必 要 な 措 置 を 講 じ

て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 2条 、

第 5 0条  

(1) 事 故 発 生 時 に 、 市 、 家 族 等 に 連 絡 を 行 う

と と も に 、 必 要 な 措 置 を 講 じ て い な い 。  

Ｃ  
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項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  
 ３  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 確 認 基 準 条 例 第 3 2条 第 ２

項 の 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 し て 採 っ た 処 置 に つ い て

記 録 し な け れ ば な ら な い 。  

 

３  事 故 の 状 況 及 び 処 置 に つ い て 記 録

し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 2条 、

第 4 9条 、 第 5 0条  

(1) 事 故 の 状 況 及 び 処 置 に つ い て 記 録 し て い

な い 。  

Ｃ  

 ４  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど

も に 対 す る 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に よ り 賠 償 す べ き 事

故 が 発 生 し た 場 合 は 、 損 害 賠 償 を 速 や か に 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  

 

４  損 害 賠 償 を 速 や か に 行 っ て い る

か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 2条 、

第 5 0条  

(1) 損 害 賠 償 を 速 や か に 行 っ て い な い 。  Ｃ  

(12) 記 録 の 整 備  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も

に 対 す る 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に 関 す る 次 に 掲 げ る 記 録

を 整 備 し 、 そ の 完 結 の 日 か ら ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら

な い 。  

(1) 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に あ た っ て の 計 画  

(2) 提 供 し た 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 の 記 録  

(3) 市 へ の 通 知 に 係 る 記 録  

(4) 苦 情 の 内 容 等 の 記 録  

(5) 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 し て 採 っ た 処 置 に つ い て

の 記 録  

 

１  特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に 関 す る 記

録 を 整 備 し て い る か 。  

 

２  特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に 関 す る 記

録 を ５ 年 間 保 存 し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 9条  (1) 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に 関 す る 記 録 を 整

備 し て い な い 。  

(2) 特 定 地 域 型 保 育 の 提 供 に 関 す る 記 録 を ５

年 間 保 存 し て い な い 。  

Ｃ  

 

Ｃ  
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〔凡例〕  

以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。  

No. 関係法令及び通知等  略称  

１  
武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成 26年９月

武蔵野市条例第 27号）  
確認基準条例  

２  子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）  子ども・子育て支援法  

３  
特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について（平

成 28年府政共生第 571号、 28文科発第 727号、雇児発 0823第１号通知）  
給付費留意事項通知  

４  家庭的保育事業等の認可等について（平成 26年 12月 12日雇児発 1212第６号通知）  家庭的認可通知  
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指導検査基準  

項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  

１  利 用 者 負 担 額 の 基    

 準  

 

     

(1) 利 用 者 負 担 額 等 の 受   

 領  

１  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 を 提 供 し

た 際 は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 か ら 当 該 特 定 地 域

型 保 育 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 に 規 定 す る 利 用 者

負 担 額 の 支 払 を 受 け る も の と す る 。  

 

１  保 護 者 か ら 利 用 者 負 担 額 の 支 払 を

受 け て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 3条  

(2) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法

第 2 9条 、 第 3 0条  

(1) 保 護 者 か ら 利 用 者 負 担 額 の 支 払 を 受 け て

い な い 。  

Ｃ  

 ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 法 定 代 理 受 領 を 受 け な い

と き は 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 か ら 、 当 該 特 定 地

域 型 保 育 に 係 る 特 定 地 域 型 保 育 費 用 基 準 額 の 支 払 を 受

け る も の と す る 。  

 

２  法 定 代 理 受 領 を 受 け な い と き に 、

保 護 者 か ら 、 特 定 地 域 型 保 育 費 用 基

準 額 の 支 払 を 受 け て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 3条  (1) 法 定 代 理 受 領 を 受 け な い と き に 、 保 護 者

か ら 、 特 定 地 域 型 保 育 費 用 基 準 額 の 支 払 を

受 け て い な い 。  

Ｃ  

 ３  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 確 認 基 準 条 例 第 4 3条 第 １

項 及 び 第 ２ 項 の 支 払 を 受 け る 額 の ほ か 、 特 定 地 域 型 保

育 の 提 供 に あ た っ て 、 当 該 特 定 地 域 型 保 育 の 質 の 向 上

を 図 る う え で 特 に 必 要 で あ る と 認 め ら れ る 対 価 （ 以 下

「 上 乗 せ 徴 収 」 と い う 。） に つ い て 、 当 該 特 定 地 域 型

保 育 に 要 す る 費 用 と し て 見 込 ま れ る も の の 額 と 特 定 地

域 型 保 育 費 用 基 準 額 と の 差 額 に 相 当 す る 金 額 の 範 囲 内

で 設 定 す る 額 の 支 払 を 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 か ら

受 け る こ と が で き る 。  

 

３  上 乗 せ 徴 収 の 金 額 が 定 め ら れ た 範

囲 内 で 設 定 さ れ て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 3条  (1) 上 乗 せ 徴 収 の 金 額 が 定 め ら れ た 範 囲 内 で

設 定 さ れ て い な い 。  

Ｃ  

 ４  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 確 認 基 準 条 例 第 4 3条 第 １

項 か ら 第 ３ 項 ま で の 支 払 を 受 け る 額 の ほ か 、 特 定 地 域

型 保 育 に お い て 提 供 さ れ る 便 宜 に 要 す る 費 用 の う ち 、

次 に 掲 げ る 費 用 の 額 の 支 払 （ 以 下 「 実 費 徴 収 」 と い

う 。） を 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 か ら 受 け る こ と が

で き る 。  

 (1) 日 用 品 、 文 房 具 そ の 他 の 特 定 地 域 型 保 育 に 必 要 な

物 品 の 購 入 に 要 す る 費 用  

(2) 特 定 地 域 型 保 育 等 に 係 る 行 事 へ の 参 加 に 要 す る 費   

用  

 (3) 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 に 通 う 際 に 提 供 さ れ る 便 宜

に 要 す る 費 用  

 (4) (1)か ら (3)ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 特 定 地 域 型 保 育

に お い て 提 供 さ れ る 便 宜 に 要 す る 費 用 の う ち 、 特 定

地 域 型 保 育 事 業 の 利 用 に お い て 通 常 必 要 と さ れ る も

の に 係 る 費 用 で あ っ て 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者

に 負 担 さ せ る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る も の  

 

４  実 費 徴 収 を 適 切 に 行 っ て い る か 。  (1) 確 認 基 準 条 例 第 4 3条  (1) 実 費 徴 収 を 適 切 に 行 っ て い な い 。  Ｃ  

 ５  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 確 認 基 準 条 例 第 4 3条 第 １

項 か ら 第 ４ 項 ま で の 費 用 の 額 の 支 払 を 受 け た 場 合 は 、

当 該 費 用 に 係 る 領 収 証 を 当 該 費 用 の 額 を 支 払 っ た 教 育

・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し 交 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

 

５  保 護 者 に 対 し 、 領 収 証 を 交 付 し て

い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 3条  (1) 保 護 者 に 対 し 、 領 収 証 を 交 付 し て い な

い 。  

Ｃ  
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項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  

 ６  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 確 認 基 準 条 例 第 4 3条 第 ３

項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 金 銭 の 支 払 を 求 め る 際 は 、

あ ら か じ め 、 当 該 金 銭 の 使 途 及 び 額 並 び に 教 育 ・ 保 育

給 付 認 定 保 護 者 に 金 銭 の 支 払 を 求 め る 理 由 に つ い て 書

面 に よ っ て 明 ら か に す る と と も に 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認

定 保 護 者 に 対 し て 説 明 を 行 い 、 文 書 に よ る 同 意 を 得 な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 金 銭 の

支 払 に 係 る 同 意 に つ い て は 、 文 書 に よ る こ と を 要 し な

い 。  

 

６  上 乗 せ 徴 収 及 び 実 費 徴 収 の 使 途 ・

額 ・ 理 由 に つ い て 、 書 面 に よ っ て 明

ら か に し て い る か 。  

 

７  上 乗 せ 徴 収 に つ い て 、 保 護 者 か ら

文 書 に よ る 同 意 を 得 て い る か 。  

 

８  実 費 徴 収 に つ い て 、 保 護 者 か ら 同

意 を 得 て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 3条  (1) 上 乗 せ 徴 収 及 び 実 費 徴 収 の 使 途 ・ 額 ・ 理

由 に つ い て 、 書 面 に よ っ て 明 ら か に し て い

な い 。  

(2) 上 乗 せ 徴 収 に つ い て 、 保 護 者 か ら 文 書 に

よ る 同 意 を 得 て い な い 。  

(3) 実 費 徴 収 に つ い て 、 保 護 者 か ら 同 意 を 得

て い な い 。  

Ｃ  

 

 

Ｃ  

 

Ｃ  

(2) 会 計 の 区 分  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 特 定 地 域 型 保 育 の 事 業 の 会

計 を そ の 他 の 事 業 の 会 計 と 区 分 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１  特 定 地 域 型 保 育 の 事 業 の 会 計 を そ

の 他 の 事 業 の 会 計 と 区 分 し て い る

か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 3 3条 、

第 5 0条  

(2) 家 庭 的 認 可 通 知  

 

(1) 特 定 地 域 型 保 育 の 事 業 の 会 計 を そ の 他 の

事 業 の 会 計 と 区 分 し て い な い 。  

Ｃ  

(3) 記 録 の 整 備  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 職 員 、 設 備 及 び 会 計 に 関 す

る 諸 記 録 を 整 備 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

 

１  職 員 、 設 備 及 び 会 計 に 関 す る 諸 記

録 を 整 備 し て い る か 。  

(1) 確 認 基 準 条 例 第 4 9条  (1) 職 員 、 設 備 及 び 会 計 に 関 す る 諸 記 録 を 整

備 し て い な い 。  

Ｃ  

２  公 定 価 格 に 関 す る

基 準  

 

     

(1) 公 定 価 格 に 関 す る 基

準  

１  公 定 価 格 の 基 本 分 単 価 に 含 ま れ る 職 員 構 成 を 充 足 す

る こ と 。  

 

２  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 は 、 公 定 価 格 に お け る 各 加 算 に

つ い て 、 適 正 に 認 定 を 受 け 、 か つ 、 請 求 し な け れ ば な

ら な い 。  

 

１  職 員 構 成 は 適 正 か 。  

 

 

２  公 定 価 格 に お け る 各 加 算 が 適 正 で

あ る か 。  

(1) 給 付 費 留 意 事 項 通 知  ( 1 )  充 足 す べ き 職 員 数 を 充 足 し て い な い 。  

 

 

(1) 公 定 価 格 に お け る 各 加 算 が 適 正 で な い 。  

Ｃ  

 

 

Ｃ  
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〔凡例〕  

以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。  

No. 関係法令及び通知等  略称  

１  子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）  子ども・子育て支援法  

２  子ども・子育て支援法施行規則（平成 26年６月内閣府令第 44号）  内閣府令  

３  
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に係る業務管

理体制の検査について（平成 28年２月 15日府子本第 55号通知）  
府子本第 55号通知  
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指導検査基準  

項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  

１  業 務 管 理 体 制  

 

     

(1) 業 務 管 理 体 制 の 整 備  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 者 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業

者 （ 以 下 「 特 定 教 育 ・ 保 育 提 供 者 」 と い う 。） は 、 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 に 規 定 す る 義 務 の 履 行 が 確 保 さ れ る よ

う 、 内 閣 府 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 、 業 務 管 理 体 制 を 整 備

し な け れ ば な ら な い 。  

 

１  業 務 管 理 体 制 を 整 備 し て い る か 。  (1) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法

第 3 3条 、 第 4 5条 、 第 5 5条  

(2) 府 子 本 第 5 5条 通 知  

(1) 業 務 管 理 体 制 が 整 備 さ れ て い な い 。  Ｃ  

(2) 内 閣 府 令 で 定 め る 基

準  

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 5 5条 第 １ 項 の 内 閣 府 令 で 定 め

る 基 準 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 者 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 確 認 を 受 け て い る 施 設 又 は 事 業 所 の 数 が １ 以 上 2 0

未 満 の 事 業 者  法 令 を 遵 守 す る た め の 体 制 の 確 保 に

係 る 責 任 者 （ 以 下 「 法 令 遵 守 責 任 者 」 と い う 。 ） の

選 任 を す る こ と 。  

(2) 確 認 を 受 け て い る 施 設 又 は 事 業 者 の 数 が 2 0以 上 1 0 0

未 満 の 事 業 者  法 令 遵 守 責 任 者 の 選 任 を す る こ と 及

び 業 務 が 法 令 に 適 合 す る こ と を 確 保 す る た め の 規 程

を 整 備 す る こ と 。  

(3) 確 認 を 受 け て い る 施 設 又 は 事 業 所 の 数 が 1 0 0以 上 の

事 業 者  法 令 遵 守 責 任 者 の 選 任 を す る こ と 、 業 務 が

法 令 に 適 合 す る こ と を 確 保 す る た め の 規 程 を 整 備 す

る こ と 及 び 業 務 執 行 の 状 況 の 監 査 を 定 期 的 に 行 う こ

と 。  

 

１  内 閣 府 令 で 定 め る 基 準 を 遵 守 し て

い る か 。  

(1) 内 閣 府 令 第 4 5条  (1) 内 閣 府 令 で 定 め る 基 準 を 遵 守 し て い な

い 。  

Ｃ  

(3) 業 務 管 理 体 制 の 届 出  特 定 教 育 ・ 保 育 提 供 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 者 に 対 し 、 内 閣 府 令 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、 業 務 管 理 体 制 の 整 備 に 関 す る 事 項 を 届 け 出 な

け れ ば な ら な い 。  

(1) そ の 確 認 に 係 る 全 て の 教 育 ・ 保 育 施 設 又 は 地 域 型

保 育 事 業 所 （ そ の 確 認 に 係 る 地 域 型 保 育 の 種 類 が 異

な る も の を 含 む 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） が 一 の 市 町

村 の 区 域 に 所 在 す る 特 定 教 育 ・ 保 育 提 供 者  →  市

町 村 長  

(2) そ の 確 認 に 係 る 教 育 ・ 保 育 施 設 又 は 地 域 型 保 育 事

業 所 が 二 以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 に 所 在 す る 特 定 教 育

・ 保 育 提 供 者  →  内 閣 総 理 大 臣  

(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る 特 定 教 育 ・ 保 育 提 供 者 以 外 の 特 定

教 育 ・ 保 育 提 供 者  →  都 道 府 県 知 事  

 

１  業 務 管 理 体 制 の 整 備 に 関 す る 事 項

を 区 分 に 応 じ て 届 け 出 て い る か 。  

(1) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法

第 5 5条  

(1) 業 務 管 理 体 制 の 整 備 に 関 す る 事 項 を 区 分

に 応 じ て 届 け 出 て い な い 。  

Ｃ  

(4) 業 務 管 理 体 制 の 整 備

に 関 す る 事 項  

特 定 教 育 ・ 保 育 提 供 者 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 の 規

定 に よ る 業 務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て 、 遅 滞 な く 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 を 、 区 分 に 応 じ 、 市 町 村 長 等

に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

(1) 事 業 者 の 名 称 又 は 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 並

び に そ の 代 表 者 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 住 所 及 び 職 名  

(2) 法 令 遵 守 責 任 者 の 氏 名 及 び 生 年 月 日  

(3) 業 務 が 法 令 に 適 合 す る こ と を 確 保 す る た め の 規 程

の 概 要 （ 確 認 を 受 け て い る 施 設 又 は 事 業 所 の 数 が 2 0

以 上 の 事 業 者 の 場 合 に 限 る 。 ）  

(4) 業 務 執 行 の 状 況 の 監 査 の 方 法 の 概 要 （ 確 認 を 受 け

て い る 施 設 又 は 事 業 所 の 数 が 1 0 0以 上 の 事 業 者 の 場 合

に 限 る 。 ）  

 

１  区 分 に 応 じ た 事 項 を 記 載 し た 届 け

出 を 、 遅 滞 な く 市 町 村 長 等 に 行 っ て

い る か 。  

(1) 内 閣 府 令 第 4 6条  (1) 区 分 に 応 じ た 事 項 を 記 載 し た 届 け 出 を 、

遅 滞 な く 市 町 村 長 等 に 行 っ て い な い 。  

Ｃ  
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項目  基本的考え方  観点  関係法令等  評価事項  評価  
(5) 業 務 管 理 体 制 の 変 更  特 定 教 育 ・ 保 育 提 供 者 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 の 規

定 に よ り 届 け 出 た 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 遅 滞 な

く 、 当 該 変 更 に 係 る 事 項 に つ い て 、 区 分 に 応 じ 、 市 町 村

長 等 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

ま た 、 特 定 教 育 ・ 保 育 提 供 者 は 、 区 分 に 変 更 が あ っ た

と き は 、 変 更 後 の 届 書 を 、 変 更 後 の 区 分 に よ り 届 け 出 る

べ き 市 町 村 長 等 及 び 変 更 前 の 区 分 に よ り 届 け 出 る べ き 市

町 村 長 等 の 双 方 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 

１  届 け 出 た 事 項 に 変 更 が あ っ た と き

は 、 内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 遅 滞 な く 届 け 出 て い る か 。  

(1) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法

第 5 5条  

(2) 内 閣 府 令 第 4 6条  

(1) 届 け 出 た 事 項 に 変 更 が あ っ た に も か か わ

ら ず 、 内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 遅

滞 な く 届 け 出 て い な い 。  

Ｃ  

 


